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令和８年度大館市ベンチャーラボ地域おこし協力隊（ディレクター） 
選定審査実施要領 

 
１．趣旨 

 本要領は、大館市ベンチャーラボ地域おこし協力隊（ディレクター）の募集に際し、優れ

た経験及び能力を有し適格と判断される者を選定するために必要な事項を定めるものであ

る。 

 

２．概要 

 ⑴ 業務名    大館市ベンチャーラボ地域おこし協力隊（ディレクター）業務 

 ⑵ 活動内容    別紙「令和８年度大館市ベンチャーラボ地域おこし協力隊（ディレ

クター）活動内容説明書」による。 

 ⑶ 委嘱期間    令和８年１２月１日～令和９年３月３１日 

           ※ 年度ごとに更新し、原則最長３年間とする。 

 

３．スケジュール 

① 公募開始（公告日） 令和８年 ６月２３日（火） 

② 応募書類の提出締切 令和８年 ８月１４日（金） 

③ 一次審査（書類審査）結果通知 令和８年 ８月３１日（月） 

④ 二次審査（オンライン面接） 令和８年 ９月中旬 ～ ９月下旬 

⑤ 三次審査（対面面接） 令和８年 ９月中旬 ～１０月上旬 

⑥ 審査結果通知 令和８年１０月１５日（木） 

⑦ 契約締結・業務開始 令和８年１２月 １日（火） 

⑧ 業務完了（年度で都度更新） 令和９年 ３月３１日（水） 

 

４．応募資格 

 次に掲げる要件を全て満たすこと。 

  ⑴ 三大都市圏内の都市地域［※１］または地方都市（条件不利地域［※２］を除

く）に居住する者で、委嘱後［※３］、大館市に住民登録し、生活の拠点を移すこ

とが可能な者 

   ※１ 三大都市圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三

重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部 

   ※２ 条件不利地域とは、次の①～⑦のいずれかに該当する地域 

     ①過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、②山村振興法、③離島振

興法、④半島振興法、⑤奄美群島振興開発特別措置法、⑥小笠原諸島振興開発

特別措置法、⑦沖縄振興特別措置法に指定された地域 
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  ※３ 委嘱日前に大館市に住民登録をした者は対象外 

 ⑵ 次のいずれかの経験・能力を有する者 

  ① 起業・経営に関する経験・能力 

  ② 民間企業における新規事業の立ち上げ等に関するコンサルティング・マネジメン

トの経験・能力 

  ③ 上記①、②のほか大館市内で起業を目指す大館市ベンチャーラボ地域おこし協力

隊（プレーヤー）の支援等に関して適任であると判断される経験・能力 

 ⑶ 高いコミュニケーション能力と行動力、積極性・協調性を有し、地域住民・事業者

等と連携して事業推進ができる者 

 ⑷ パソコンの基本操作（Word、Excel、PowerPoint）ができる者 

 ⑸ 委嘱期間終了後も大館市に定住することを検討できる者 

⑹ 地方公務員法第１６条に規定する欠格事項に該当しない者 

 

５．応募方法 

⑴ 提出書類（各１部） 

① 応募申込書（様式１） 

② 履歴書（任意様式） 

③ 志望動機書（任意様式） 

⑵ 提出期間 令和８年６月２３日（火）～令和８年８月１４日（金） 

⑶ 提出方法 郵送もしくは Web 提出 

⑷ 提出場所 【郵送】〒017-8555 大館市字中城２０番地 

      大館市 商工課 商工係 宛て 

  【W e b】https://www.city.odate.lg.jp/ex/venture_lab/ 

 

６．一次審査（書類審査） 

⑴ 実施方法 

 提出された書類を審査し、応募資格等の確認を行う。 

⑵ 審査結果の通知 

一次審査の結果については、令和８年８月３１日（月）に電子メールで結果を速報し、

かつ、書面で通知する。 

 

７．二次審査（オンライン面接） 

⑴ 実施方法 

二次審査対象者についてオンライン面接を行い、その内容を審査するとともに、上位

３者を選定する。ただし、対象者が３者以下であった場合は、二次審査を省略し、三次

審査を行う。 
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⑵ 面接方法 

① 実施場所  ＷＥＢ会議方式とする。 

② 実施期間  令和８年９月中旬～９月下旬 

日時の詳細及びＷＥＢ会議の招待は、一次審査の結果通知時に併せ

て連絡する。 

③ その他   応募者が通知された時間までに参集しなかった場合には、二次審査に

参加する意思がないものとみなし、選定の対象から除外する。 

 ⑶ 審査結果の通知 

二次審査の結果については、実施後１０日以内に電子メールで結果を速報し、かつ、

書面で通知する。 

 

８．三次審査（対面面接） 

 ⑴ 実施方法 

三次審査対象者について対面面接を行い、その内容を審査するとともに、上位１者を

選定する。 

⑵ 面接方法 

① 実施場所  二次審査の結果通知時に場所及び日程等の詳細を連絡する。なお、二

次審査を省略した場合には、一次審査の結果通知時に連絡する。 

原則として、現地での対面面接とするが、やむを得ない理由により現

地への出席が難しい場合には、ＷＥＢ会議方式を認める場合がある。 

② 実施期間  令和８年９月中旬～１０月上旬 

③ その他   応募者が通知された時間までに参集しなかった場合には、三次審査

に参加する意思がないものとみなし、選定の対象から除外する。 

 

⑶ 審査結果の通知 

三次審査の結果については、令和８年１０月１５日（木）に電子メールで結果を速報

し、かつ、書面で通知する。 

 

９．失格事項 

 次のいずれかに該当するときは、失格とする。 

 ⑴ 「４．応募資格」の要件を満たさなくなった場合 

⑵ 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

 ⑶ 本実施要領等で示された提出期限、提出場所、提出方法その他の条件に適合しない書

類の提出があった場合 

 ⑷ 審査の公平性に影響を与える不誠実な行為があったと認められる場合 

 ⑸ その他大館市が不適格と認めた場合 
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10．辞退 

 応募申込書を提出した者が審査を辞退する場合には、電子メール又は郵送で辞退届（任意

様式）を産業部商工課商工係へ提出すること。 

 

11．その他の留意事項 

・ 本審査に係る費用については、全て応募者の負担とする。 

・ 応募者が１者であっても審査を行い、適当でないと認められる場合には、選定しな

いことがある。 

・ 応募者が提出した書類等は、返却しないものとする。 

・ 本業務の成果品の著作権は、大館市に帰属するものとする。また、契約の相手方

は、本業務に係る著作者人格権を行使しないものとする。 

・ 個人情報の取り扱いは、大館市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年 12

月 27 日条例第 41 号）によるものとする。 

・ 天災その他やむを得ない理由により、審査を行うことができない場合は、これを延

期するものとし、この場合の応募者の損害は、応募者の負担とする。 

 

12．本審査の担当部局 

 大館市産業部商工課商工係 

  住 所 〒017-8555 秋田県大館市字中城 20 番地 

  電 話 0186-43-7071（商工課直通） 

  E-mail syoko@city.odate.lg.jp 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、市長の決裁があった日から施行する。 

 （この要領の失効） 

２ この要領は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 


